
埼玉県建築基準法施行細則第六条の五第一項第一号の規定により、知事が定める基準  
 

埼玉県告示第５２２号  

  

 埼玉県建築基準法施行細則（昭和３６年埼玉県規則第１５号）第６条の５第１項第１号の規定に基づ

き、安全上及び防火上支障がないもの等として知事が定める基準を次のように定め、平成１３年４月１

日から施行する。  
平成１３年３月３０日  
埼玉県知事 土屋義彦  
 
 
１ 埼玉県建築基準法施行条例（昭和３５年埼玉県条例第３７号。以下「条例」という。）  
  第３条第１項ただし書の規定について、安全上及び防火上支障がないものとして定める基準は、次  
 に掲げるものとする。  
 イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５２条及び第５３条の規定に 
  ついて、「敷地面積」を「敷地面積から路地状部分の面積を減じた面積」と読み替えて適用した場 
  合にこれらの規定に適用しない規模であること。  
 ロ 主要用途は、一戸建ての住宅であること。  
 ハ 外壁は防火構造で、軒裏の仕上げは不燃材料であること。  
 
２ 条例第７条ただし書の規定について、安全上及び防火上支障がないものとして定める基準は、次の 
 イからニまでのいずれかに該当することとする。  
 イ １階部分の主要構造部（２階床（仕上げを除く。）を含む。）は、木材、プラスチックその他の 
  可燃材料以外の構造であること。  
 ロ 主要構造部（階段を除く。）は、木材、プラスチックその他の可燃材料以外の構造であること。  
 ハ 避難階は２階以上の階にある構造であること。  
 ニ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。次号において「令」という。）第１３６条の２ 
  に規定する技術的基準に適合すること。  
 
３ 条例第１７条第２項ただし書の規定について、避難上支障がないものとして定める基準は、令及び 
 条例の規定により、２以上の階段を設ける必要がない建築物であること。  
 
４ 条例第３０条ただし書第１号の道路について、通行の安全上支障がないものとして定める基準は、 
 次のイからハまでのいずれかに該当することとする。  
 イ 車庫の用に供する部分の床面積の合計が５０㎡の建築物の敷地の自動車の出入りに使用する道路 
  は、法第４３条第１項に規定する道路であること。  
 ロ 車庫等の用に供する部分の床面積の合計が５０㎡を超え１００㎡以下の建築物の敷地の自動車の 
  出入りに使用する道路は、法第４３条第１項に規定する道路で幅員が４ｍ以上のもの（自動車修理 
  工場の敷地の自動車の出入りに使用する道路については、敷地の一部を道路状としたもので、道路 



  の幅員と合わせて６ｍの幅員が確保でき、出入口が、道路状とした部分から１ｍ以上後退した場合 
  に限る。）であること。  
 ハ 車庫等の用に供する部分の床面積の合計が１００㎡を超え２５０㎡以下の建築物の敷地の自動車 
  の出入りに使用する道路は、法第４３条第１項に規定する道路で幅員が５．４ｍ以上のもの（自動 
  車修理工場の敷地の自動車の出入りに使用する道路については、敷地の一部を道路状としたもので、 
  道路の幅員と合わせて６ｍ以上の幅員が確保でき、出入口が、道路状とした部分から１ｍ以上後退 
  した場合に限る。）であること。  

 

埼玉県告示第１２３３号   

 埼玉県建築基準法施行細則（昭和３６年埼玉県規則第１５号）第６条の５第１項第１号の規定に基づ

き、安全上及び防火上支障がないもの等として知事が定める基準を次のように定める。  
  平成１４年６月２８日   
  埼玉県知事 土屋義彦  
   
 
 埼玉県建築基準法施行条例（昭和３５年埼玉県条例第３７号）第３３条第４項の規定に基づき、同条

第２項の規定を適用しないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。  
 
一 独立した２階建以下の自走式自動車車庫で、次のいずれにも該当するもの。 
 イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第２条第９号の３及び建築基準 
  法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第１０９条の３第２号に適合する準 
  耐火建築物とすること。  
 ロ 隣地境界線又は同一敷地内のほかの建築物と外周部との間に５０㎝以上の距離を確保し、各階の 
  外周部に準不燃材料で造られた高さ１５０㎝以上の防火塀を設けること。 
   ただし、１ｍ以上の距離を確保した場合は、この限りでない。  
 ハ 各階における外周部の上部５０㎝以上の部分が常時外気に直接開放され、かつ、壁面の上部の常 
  時外気に開放されている部分の面積が各階の床面積の５％以上であること。  
 ニ 短辺の長さが５５ｍ以内であること。  
 ホ 開放性を確保するため、外壁の開口部の防火設備を設けない構造とすること。  
 
二  独立した３階建以上の自走式自動車車庫で、令第１０８条の３第１項第２号の規定に基づき、法第６ 
 ８条の２６第１項の構造方法等の認定を受けたもの  
 


